
弘前市上下水道部下水道施設課

令和８年度

令和８年度　弘前市下水処理場外緑地管理業務

特　　記　　仕　　様　　書



（総則）

第１条　本仕様書は、弘前市下水処理場外緑地管理業務（以下、「業務」という。）の要領

　を定めるものである。

２　受注者は、本仕様書、契約書等に基づき安全かつ確実に業務を履行しなければならない。

（業務場所）

第２条　本業務の業務場所は、次に掲げる施設とする。

施設名称 所在地

 弘前市下水処理場（放流ポンプ場を含む）  弘前市大字津賀野字浅田２６９－３

 湯口浄化センター  弘前市大字湯口字二ノ安田２

 城西中継ポンプ場  弘前市大字城西五丁目１７－２

 城東中継ポンプ場  弘前市大字末広一丁目６－１

 東目屋地区農業集落排水処理施設  弘前市大字国吉字村元９４

 高杉地区農業集落排水処理施設  弘前市大字高杉字五反田４４７

 船沢地区農業集落排水処理施設  弘前市大字宮舘字宮川１３５

 新和鬼楢地区農業集落排水処理施設  弘前市大字楢木字富岡２－１

 裾野新和北地区農業集落排水処理施設  弘前市大字小友字宇田野１０４７

 八幡地区農業集落排水処理施設  弘前市大字八幡字平塚６８－３

 新岡地区農業集落排水処理施設  弘前市大字葛原字大柳２１－４

 大久保地区農業集落排水処理施設  弘前市大字紙漉沢字地形１９－４

 鳥井野地区農業集落排水処理施設  弘前市大字鳥井野字宮本４０２－２

 新法師地区農業集落排水処理施設  弘前市大字新法師字稔３－４

 紙漉沢地区農業集落排水処理施設  弘前市大字紙漉沢字堰根１－１０

 一丁木地区農業集落排水処理施設  弘前市大字坂市字亀田６７－８

 藍内地区農業集落排水処理施設  弘前市大字藍内字富田９４－６

 沢田地区小規模集合排水処理施設  弘前市大字沢田字園村１８４－２

（業務期間）

第３条　本業務の業務期間は、契約締結日翌日から令和９年３月２６日までとする。

（業務内容）

第４条　本業務は、業務場所の樹木等を管理するものであり、その業務内容は以下のとおり

　とし、実施回数及び実施項目は別紙のとおりとする。

（１）薬剤散布

（２）緑地除草

（３）剪定（刈り込み、整姿、収集運搬、処分含む）

（４）支障木伐採

（５）雪囲い

（６）雪囲い解体



２　剪定における発生物は、弘前地区環境整備事務組合環境整備センターへ搬入し、支障木

　伐採における発生物は、津軽バイオチップ㈱へ搬入し処分する。

　　ただし、これに依りがたい場合は、発注者と協議のうえ適正に処分することとする。

（業務計画書）

第５条　受注者は、業務計画書として以下の書類を作成し、発注者に提出するものとする。

（１）植栽管理基本方針

（２）業務実施工程表

（３）作業組織表（作業に必要な資格証の写しを添付すること）

（業務の実施及び安全管理等）

第６条　業務の実施にあたっては、事前に監督員に連絡しなければならない。

２　受注者は、作業前、作業中、作業後の写真を撮り工程順に整理編集して、業務完了時に

　業務写真帳として提出しなければならない。

３　作業時の安全管理及び技術指導については、受注者の責任において行うものとする。

　

（必要機材の準備）

第７条　受注者は、業務を遂行するために必要な機材を準備しなければならない。

　

（業務実施報告書等）

第８条　受注者は、１回目（５月～９月）、２回目（10月～３月）毎に業務を実施した場合

　には、次に掲げる書類を作成し、発注者に提出しなければならない。

（１）業務実施報告書

（２）業務写真帳

（検査）

第９条　受注者は、前条の書類を提出後、発注者の検査を受けなければならない。

（損害賠償及び補償）

第10条　受注者は、履行場所に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、その指示を得

　なければならない。また、発生原因や対処等の記載がなされた報告書を提出しなければな

　らない。なお、受注者の責で生じた場合には、復旧に要する費用等について、受注者が負

　担するものとする。

（環境配慮に係る取り組みへの協力要請）

第11条　受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能

　な限りこれに協力すること。

　　なお、本仕様書で指定されている項目以外については、あくまでも協力のお願いであり、

　取り組みを強制するものではないが、可能な限り実施すること。



（暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務）

第12条　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入が

　あった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必

　要な協力を行うものとする。

（疑義等）

第13条　本仕様書等に疑義が生じた場合には、発注者と受注者で協議のうえ定めるものとす

　る。

（情報セキュリティの重要性）

第14条　受注者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の

  遂行に当たって「弘前市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。



別紙１

　業務場所及び業務実施回数

１回目（５月～９月） ２回目（１０月～３月）

薬剤散布 緑地除草
低木
剪定

高木
中木
剪定

支障木
伐採

雪囲い
雪囲い
解体

 弘前市下水処理場 (放流ポンプ場を含む) 2 2 1 1 1 1
 湯口浄化センター 1
 城西中継ポンプ場 1 1
 城東中継ポンプ場

 東目屋地区農業集落排水処理施設

 高杉地区農業集落排水処理施設

 船沢地区農業集落排水処理施設

 新和鬼楢地区農業集落排水処理施設 1
 裾野新和北地区農業集落排水処理施設

 八幡地区農業集落排水処理施設 1
 新岡地区農業集落排水処理施設

 大久保地区農業集落排水処理施設

 鳥井野地区農業集落排水処理施設 1
 新法師地区農業集落排水処理施設

 紙漉沢地区農業集落排水処理施設 1
 一丁木地区農業集落排水処理施設

 藍内地区農業集落排水処理施設

 沢田地区小規模集合排水処理施設

1

対象施設

1

1

業務実施回数

2



別紙２

実施項目

実施項目
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合
排
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幹周30㎝以上 60㎝未満 本 6 1 6 8

針葉 　　　60㎝以上 90㎝未満 本 1 1 9

　　　90㎝以上120㎝未満 本 1

幹周15㎝未満 本 1 1 3 5 2

　　　15㎝以上 30㎝未満 本 2 1 8 6 9 4 3 6

　　　30㎝以上 60㎝未満 本 113 30 10 6 2 9 12 5

　　　60㎝以上 90㎝未満 本 138 18 5 1 1 3 3

　　　90㎝以上120㎝未満 本 2

　　　120㎝以上150㎝未満 本 1 1

　　　150㎝以上 本 1

計 本 251 50

針葉 本 7

落葉 本 8 1

常緑 本 11

計 本 8

玉物 本 32 27 6 15 39

計 本 32

寄植 本 128

肩掛式カッタ径255mm ㎡ 7,000 1,043 1,694 1,096 1,281 1,176 705 293 146 435 1,110 1,181 495 59 347

計 ㎡ 7,000 347

肩掛式カッタ径255mm+ハンドガイド式 ㎡ 5,000

本

　　　30㎝以上 60㎝未満 本 40 5 3

　　　60㎝以上 90㎝未満 本 10 1

　　　120㎝以上150㎝未満 本 4

　　　150㎝以上180㎝未満 本 1

　　　15㎝以上 30㎝未満 本 3

　　　30㎝以上 60㎝未満 本 1

　　　60㎝以上 90㎝未満 本 10 5 1

中木 針葉 幹周 15㎝未満 本 1 2

玉物 刈込み 0.6ｍ内外 株 5 48 2 39

計 株

玉物 刈込み 1.5ｍ内外 株 32 38

寄植 ㎡ 128 121

支障木伐採 高木 針葉 幹周 90㎝以上120㎝未満 本 7 5

中木 針葉 本 2

玉物 株 32

寄植 ㎡ 332

中木 針葉 本 2

玉物 株 32

寄植 ㎡ 332

　・剪定枝処分：1150㎏（総見込数量）　・伐採木処分：10ｔ（12本分見込数量）

　・下水処理場～津軽バイオチップ運搬距離：11ｋｍ　・城西中継ポンプ場～津軽バイオチップ運搬距離：11ｋｍ

雪囲い解体

雪囲い

剪定

緑地除草

高木

中木

高木

低木

平面

薬剤散布

低木

低木

低木

樹木等

落葉

針葉

落葉

6

33

11

94

8

10,714

138

54


